
四日市市告示第２６４号 

四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

令和６年３月３１日 
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四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

四日市市介護予防・生活支援体制づくり事業補助金交付要綱（平成２７年四日市市

告示第３５５号）の一部を次のように改正する。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 

（健康福祉部高齢福祉課） 

改正後 改正前 

附  則  附  則  

１ （略） １ （略） 

 （有効期限）  （有効期限） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、この要

綱の失効前に補助決定された事業につ

いては、同日以後も、なおその効力を

有する。 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、この要

綱の失効前に補助決定された事業につ

いては、同日以後も、なおその効力を

有する。 


